
１．工事名

２．工事場所

３．工期 自

至

４．請負代金額 \

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 \

５．契約保証

６．その他特約事項

　上記の工事について、発注者　地方独立行政法人市立大津市民病院　と　受注者　

との間に次のとおり、工事請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

　この契約締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ各自１通を保有する。

発　注　者 滋賀県大津市本宮二丁目９番９号

地方独立行政法人市立大津市民病院

理事長　河内　明宏 印

受　注　者

印

令和5年4月1日

工事請負契約書

付属棟・管理棟・むつみ寮・第３管理棟解体工事

滋賀県大津市本宮二丁目９番９号

令和5年4月1日

令和7年3月31日

金0.円

あり

(1)令和5年4月１日から令和6年3月31日までに解体対象建物のすべてのアスベスト除去を完了した場合に
限り、工事請負代金の10分の4の支払を発注者に請求することができる。

(2)工事完了後、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間で、工事請負代金の10分の6の支払を発注
者に請求することができる。

収 入

印 紙
印


